
議 案 頁 数 

５５号 １ 

 

 

議案第５５号 

 

 

 

守谷市都市公園条例等の一部を改正する条例 

 

 

 

守谷市都市公園条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ４ 年 ８ 月３０日 提  出 

 

守谷市長 松 丸 修 久 

 

令和   年  月  日 原案 決 

  



議 案 頁 数 

５５号 ２ 

 

守谷市都市公園条例等の一部を改正する条例 

（守谷市都市公園条例の一部改正） 

第１条 守谷市都市公園条例（昭和５７年守谷町条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

「利用」を「使用」に改める。 

（守谷市運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 守谷市運動公園の設置及び管理に関する条例（昭和５８年守谷町条例

第６号）の一部を次のように改正する。 

第８条の３第１号中「利用」を「使用」に改める。 

（守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例（昭和６０年守谷町条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「利用」を「使用」に改める。 

別表第１中「１・２」を削る。 

別表第２中「午前」、「午後」、「夜間」及び「１・２」を削る。 

（守谷市国際交流研修センター設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４条 守谷市国際交流研修センター設置及び管理に関する条例（平成１２年

守谷町条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

「利用」を「使用」に改める。 

（守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例（平成２２年守谷市条例

第２５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２号中「利用」を「用」に改める。 

別表第２備考中「利用」を「使用」に改める。 

（守谷市民交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 守谷市民交流館の設置及び管理に関する条例（平成２９年守谷市条例

第４号）の一部を次のように改正する。 

「利用」を「使用」に改める。 

第１２条第２号中「１０日」を「１５日」に改める。 

附 則 

この条例は公布の日から施行する。ただし、第６条中守谷市民交流館の設置

及び管理に関する条例第１２条第２号の改正規定は、令和４年１２月１日以降

の使用について適用する。  



議 案 頁 数 

５５号 ３ 

 

提案理由（議案第５５号） 

 

 

提案の理由を申し上げます。 

本案は、主に各施設の設置及び管理に関する条例について、現状「利用」と

「使用」の文言及び使用料の返還を求める際の申出の可能期間が統一されてい

ないことから、文言及び使用料の返還の申出期間を統一し、市民が分かりやす

くするために、条例の一部を改正するものです。 

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。
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守谷市都市公園条例新旧対照表（第１条関係） 

改  正 現  行 

（都市公園の配置及び規模の基準） （都市公園の配置及び規模の基準） 

第４条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては

，それぞれの特質に応じて市内における都市公園の分

布の均衡を図り，かつ，防火，避難等災害の防止に資

するよう考慮するほか，次に掲げるところによりその

配置及び規模を定めるものとする。 

第４条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては

，それぞれの特質に応じて市内における都市公園の分

布の均衡を図り，かつ，防火，避難等災害の防止に資

するよう考慮するほか，次に掲げるところによりその

配置及び規模を定めるものとする。 

（１）主として街区内に居住する者の使用に供すること

を目的とする都市公園は，街区内に居住する者が容

易に使用することができるように配置し，その敷地

面積は，０．２５ヘクタールを標準として定めるこ

と。 

（１）主として街区内に居住する者の利用に供すること

を目的とする都市公園は，街区内に居住する者が容

易に利用することができるように配置し，その敷地

面積は，０．２５ヘクタールを標準として定めるこ

と。 

（２）主として近隣に居住する者の使用に供することを

目的とする都市公園は，近隣に居住する者が容易に

使用することができるように配置し，その敷地面積

は，２ヘクタールを標準として定めること。 

（２）主として近隣に居住する者の利用に供することを

目的とする都市公園は，近隣に居住する者が容易に

利用することができるように配置し，その敷地面積

は，２ヘクタールを標準として定めること。 

（３）主として徒歩圏域内に居住する者の使用に供する

ことを目的とする都市公園は，徒歩圏域内に居住す

る者が容易に使用することができるように配置し，

その敷地面積は，４ヘクタールを標準として定める

こと。 

（３）主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供する

ことを目的とする都市公園は，徒歩圏域内に居住す

る者が容易に利用することができるように配置し，

その敷地面積は，４ヘクタールを標準として定める

こと。 

（４）主として市内に居住する者の休息，観賞，散歩， （４）主として市内に居住する者の休息，観賞，散歩， 参
考
資
料
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遊戯，運動等総合的な使用に供することを目的とす

る都市公園及び主として運動の用に供することを目

的とする都市公園で，休息，観賞，散歩，遊戯，運

動等総合的な使用に供されるものは，容易に使用す

ることができるように配置し，それぞれの使用目的

に応じて都市公園としての機能を十分発揮すること

ができるようにその敷地面積を定めること。 

遊戯，運動等総合的な利用に供することを目的とす

る都市公園及び主として運動の用に供することを目

的とする都市公園で，休息，観賞，散歩，遊戯，運

動等総合的な利用に供されるものは，容易に利用す

ることができるように配置し，それぞれの利用目的

に応じて都市公園としての機能を十分発揮すること

ができるようにその敷地面積を定めること。 

２ （略） ２ （略） 

（行為の制限） （行為の制限） 

第７条 都市公園において，次に掲げる行為をするため

都市公園を使用しようとする者は，市長の許可を受け

なければならない。 

第７条 都市公園において，次に掲げる行為をするため

都市公園を利用しようとする者は，市長の許可を受け

なければならない。 

（１）から（４）まで（略） （１）から（４）まで（略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 市長は，第１項各号に掲げる行為が都市公園の保全

又は公衆の都市公園の使用に支障を及ぼさないと認め

る場合に限り，第１項又は前項の許可を与えることが

できる。 

４ 市長は，第１項各号に掲げる行為が都市公園の保全

又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認め

る場合に限り，第１項又は前項の許可を与えることが

できる。 

５ （略） ５ （略） 

（使用の禁止又は制限） （利用の禁止又は制限） 

第１０条 市長は，都市公園の損壊その他の理由により

その使用が危険であると認められる場合又は都市公園

に関する工事のためやむを得ないと認められる場合に

おいては，都市公園を保全し，又はその使用者の危険

第１０条 市長は，都市公園の損壊その他の理由により

その利用が危険であると認められる場合又は都市公園

に関する工事のためやむを得ないと認められる場合に

おいては，都市公園を保全し，又はその利用者の危険
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を防止するため，区域を定めて都市公園の使用を禁止

し，又は制限することができる。 

を防止するため，区域を定めて都市公園の利用を禁止

し，又は制限することができる。 

（有料公園施設） （有料公園施設） 

第１１条 有料公園施設（市で管理する公園施設で有料

で使用させるものをいう。以下同じ。）は，別表第１

のとおりとする。 

第１１条 有料公園施設（市で管理する公園施設で有料

で利用させるものをいう。以下同じ。）は，別表第１

のとおりとする。 

２ （略） ２ （略） 

（有料公園施設の使用の許可） （有料公園施設の利用の許可） 

第１２条 有料公園施設を使用しようとする者は，市長

の許可を受けなければならない。 

第１２条 有料公園施設を利用しようとする者は，市長

の許可を受けなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（監督処分） （監督処分） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては，この条例の規定による許可を受けた者に対し，

前項に規定する処分をし，又は同項に規定する必要な

措置を命ずることができる。 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては，この条例の規定による許可を受けた者に対し，

前項に規定する処分をし，又は同項に規定する必要な

措置を命ずることができる。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著し

い支障が生じた場合 

（２）都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著し

い支障が生じた場合 

（３）（略） （３）（略） 

（使用料） （使用料） 

第２１条 法第５条第１項，法第６条第１項若しくは第 第２１条 法第５条第１項，法第６条第１項若しくは第
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３項又は第７条第１項若しくは第３項の許可を受けた

者（以下「許可を受けた者」という。）又は有料公園

施設を使用しようとする者は，別表第２に掲げる使用

料を納付しなければならない。 

３項又は第７条第１項若しくは第３項の許可を受けた

者（以下「許可を受けた者」という。）又は有料公園

施設を利用しようとする者は，別表第２に掲げる使用

料を納付しなければならない。 

２ 有料公園施設を使用する者が入場料その他これに類

する料金を徴収する場合における使用料の額は，別表

第２に掲げる額の１０倍に相当する額とする。 

２ 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類

する料金を徴収する場合における使用料の額は，別表

第２に掲げる額の１０倍に相当する額とする。 

（使用料の徴収） （使用料の徴収） 

第２２条 使用料は，公園施設の設置若しくは管理，都

市公園の占用，第７条第１項各号に掲げる行為又は有

料公園施設の使用の許可の際に徴収する。ただし，使

用期間が翌年度以降にわたる場合は，翌年度以降の使

用料は，当該使用年度の４月末日までに徴収するもの

とする。 

第２２条 使用料は，公園施設の設置若しくは管理，都

市公園の占用，第７条第１項各号に掲げる行為又は有

料公園施設の利用の許可の際に徴収する。ただし，使

用期間が翌年度以降にわたる場合は，翌年度以降の使

用料は，当該使用年度の４月末日までに徴収するもの

とする。 

（使用料の返還） （使用料の返還） 

第２３条 既納の使用料は，返還しないものとする。た

だし，次の各号のいずれかに該当する場合は，その全

部又は一部を返還することができる。 

第２３条 既納の使用料は，返還しないものとする。た

だし，次の各号のいずれかに該当する場合は，その全

部又は一部を返還することができる。 

（１）許可を受けた者の責めに帰することのできない理

由によって使用することができなくなったとき。 

（１）許可を受けた者の責めに帰することのできない理

由によって利用することができなくなったとき。 

（２）許可を受けた者が使用開始日の２日前までにその

取消しを申し出たとき。 

（２）許可を受けた者が利用開始日の２日前までにその

取消しを申し出たとき。 

（３）（略） （３）（略） 

（使用料の減免） （使用料の減免） 
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第２４条 公用若しくは公益事業のために都市公園を使

用するとき，又は市長が相当の理由があると認めたと

きは，第２１条の使用料を減額し，又は免除すること

ができる。 

第２４条 公用若しくは公益事業のために都市公園を利

用するとき，又は市長が相当の理由があると認めたと

きは，第２１条の使用料を減額し，又は免除すること

ができる。 

（権利譲渡の禁止） （権利譲渡の禁止） 

第２５条 使用の許可を受けた者は，その権利を譲渡し

，又は転貸することはできない。 

第２５条 利用の許可を受けた者は，その権利を譲渡し

，又は転貸することはできない。 

別表第２（第２１条関係） 別表第２（第２１条関係） 

１及び２ （略） １及び２ （略） 

３ 有料公園施設を使用する場合 ３ 有料公園施設を利用する場合 

（略） （略） 
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守谷市運動公園の設置及び管理に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改  正 現  行 

（使用料の返還） （使用料の返還） 

第８条の３ 既納の使用料は，返還しないものとする。

ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，その

全部又は一部を返還することができる。 

第８条の３ 既納の使用料は，返還しないものとする。

ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，その

全部又は一部を返還することができる。 

（１）許可を受けた者の責めに帰することのできない理

由によって，使用することができなくなったとき。 

（１）許可を受けた者の責めに帰することのできない理

由によって，利用することができなくなったとき。 

（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 
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守谷市隣保館の設置及び管理に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

改  正 現  行 

（使用料） （使用料） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 会館を使用する者が団体等の場合の使用料は，そ

の団体等の構成員のうち，市内に住所を有する者及

び市内に通勤通学する者の構成割合が７０％以上で

あると認められるときは，別表第１に定める額を，

それ以外の団体等については，別表第２に定める額

を納付しなければならない。 

２ 会館を利用する者が団体等の場合の使用料は，そ

の団体等の構成員のうち，市内に住所を有する者及

び市内に通勤通学する者の構成割合が７０％以上で

あると認められるときは，別表第１に定める額を，

それ以外の団体等については，別表第２に定める額

を納付しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

別表第１（第６条関係） 

 区分 
１時間当たりの使用料 

種別  

会議室 １００円 

和室    ５０円 

  

   

別表第１（第６条関係） 

 区分 
１時間当たりの使用料 

種別  

会議室 １００円 

和室１・２ ５０円 

  

   

  

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

 区分   ９：０

０～１３：

００ 

  １３：

００～１

７：００ 

  １７：

００～２

１：００ 種別  
 

 区分 午前９：０

０～１３：

００ 

午後１３：

００～１

７：００ 

夜間１７：

００～２

１：００ 種別  
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会議室 １，６１０

円 

１，６１０

円 

２，１６０

円 

和室    １，０８０

円 

１，０８０

円 

１，６１０

円 

    

    

会議室 １，６１０

円 

１，６１０

円 

２，１６０

円 

和室１・２ １，０８０

円 

１，０８０

円 

１，６１０

円 
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守谷市国際交流研修センター設置及び管理に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

改  正 現  行 

（使用の許可） （利用の許可） 

第４条 研修センターを使用しようとする者は，あらか

じめ市長の許可を得なければならない。 

第４条 研修センターを利用しようとする者は，あらか

じめ市長の許可を得なければならない。 

（使用の制限） （利用の制限） 

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は

，使用を許可しない。 

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は

，利用を許可しない。 

（１）から（４）まで（略） （１）から（４）まで（略） 

（使用許可の取消し等） （利用許可の取消し等） 

第６条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は

，使用の許可を取り消し，又は中止させ，若しくは変

更させることができる。 

第６条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は

，利用の許可を取り消し，又は中止させ，若しくは変

更させることができる。 

（１）から（３）まで（略） （１）から（３）まで（略） 

（４）虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を

受けたとき。 

（４）虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を

受けたとき。 

（５）（略） （５）（略） 

（使用料） （利用料） 

第７条 国際交流及び社会教育の奨励に充てるため，使

用料を徴収する。 

第７条 国際交流及び社会教育の奨励に充てるため，利

用料を徴収する。 

２ 研修センターを使用する者は，別表に掲げる使用料

を納付しなければならない。 

２ 研修センターを利用する者は，別表に掲げる利用料

を納付しなければならない。 
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３ 前項の使用料は，使用許可書の交付の際に納付しな

ければならない。 

３ 前項の利用料は，利用許可書の交付の際に納付しな

ければならない。 

（使用料の返還） （利用料の返還） 

第８条 前条の規定により納付した使用料は，返還しな

いものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当す

るときは，返還することができるものとする。 

第８条 前条の規定により納付した利用料は，返還しな

いものとする。ただし，次の各号のいずれかに該当す

るときは，返還することができるものとする。 

（１）使用許可を受けた者の責めに帰すことのできない

理由により，使用することができなかったとき。 

（１）利用許可を受けた者の責めに帰すことのできない

理由により，利用することができなかったとき。 

（２）使用許可を受けた者が，使用する日の１５日前ま

でに使用取消しの届出をしたとき。 

（２）利用許可を受けた者が，利用する日の１５日前ま

でに利用取消しの届出をしたとき。 

（使用料の免除） （利用料の免除） 

第９条 市長は，公用若しくは公益活動のために研修セ

ンターを使用するとき又は特別の事情があると認める

ときは，使用料を免除することができる。 

第９条 市長は，公用若しくは公益活動のために研修セ

ンターを利用するとき又は特別の事情があると認める

ときは，利用料を免除することができる。 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１０条 使用者は，故意又は過失により研修センター

の施設を損傷し，又は滅失したときは，これを修理し

，又はその損害を賠償しなければならない。ただし，

市長がやむを得ないと認めたときは，この限りでない

。 

第１０条 利用者は，故意又は過失により研修センター

の施設を損傷し，又は滅失したときは，これを修理し

，又はその損害を賠償しなければならない。ただし，

市長がやむを得ないと認めたときは，この限りでない

。 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 
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【別記１】 

改  正 

国際交流研修センター施設使用料 

施設 使用料（１時間あたり） 

大ホール １５０円 

小ホール ５０円 

和室 ５０円 

 

現  行 

国際交流研修センター施設利用料 

施設 利用料（１時間あたり） 

大ホール １５０円 

小ホール ５０円 

和室 ５０円 
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守谷市立公民館の設置及び管理に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

改  正 現  行 

（事業） （事業） 

第５条 公民館は，次に掲げる事業を行う。 第５条 公民館は，次に掲げる事業を行う。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）地域社会活動の用  に供する事業 （２）地域社会活動の利用に供する事業 

（３）（略） （３）（略） 

別表第２（第１１条，第１７条関係） 別表第２（第１１条，第１７条関係） 

（略） （略） 

備考 備考 

１ 「施設」欄の括弧書きは，当該施設の使用可能人

数を表す。 

１ 「施設」欄の括弧書きは，当該施設の利用可能人

数を表す。 
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守谷市民交流館の設置及び管理に関する条例新旧対照表（第６条関係） 

改  正 現  行 

（使用できる者の範囲） （利用できる者の範囲） 

第４条 交流館を使用できる者は，次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

第４条 交流館を利用できる者は，次の各号のいずれか

に該当する者とする。 

（１）から（４）まで（略） （１）から（４）まで（略） 

（開館時間） （開館時間） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 市長は，前項の規定にかかわらず，次条第１項の規

定による使用の許可の有無に応じて，閉館時間を５時

間以内の範囲内において繰り上げることができる。 

２ 市長は，前項の規定にかかわらず，次条第１項の規

定による利用の許可の有無に応じて，閉館時間を５時

間以内の範囲内において繰り上げることができる。 

（使用の許可） （利用の許可） 

第７条 交流館を使用しようとする者は，市長の許可を

受けなければならない。許可を受けた者（以下「使用

者」という。）が当該許可に係る事項を変更しようと

するときも，同様とする。 

第７条 交流館を利用しようとする者は，市長の許可を

受けなければならない。許可を受けた者（以下「利用

者」という。）が当該許可に係る事項を変更しようと

するときも，同様とする。 

２ （略） ２ （略） 

（使用の制限） （利用の制限） 

第８条 市長は，交流館を使用しようとする者が，次の

各号のいずれかに該当する場合は，交流館の使用を許

可しない。 

第８条 市長は，交流館を利用しようとする者が，次の

各号のいずれかに該当する場合は，交流館の利用を許

可しない。 

（１）から（３）まで（略） （１）から（３）まで（略） 

（４）前３号に掲げる場合のほか，市長が交流館を使用 （４）前３号に掲げる場合のほか，市長が交流館を利用
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させることが適当でないと認められる場合 させることが適当でないと認められる場合 

（使用許可の取消し等） （利用許可の取消し等） 

第９条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は，第７条第１項の許可を取り消し，又は使用

を停止し，若しくは使用を制限することができる。 

第９条 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当す

る場合は，第７条第１項の許可を取り消し，又は利用

を停止し，若しくは利用を制限することができる。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）災害その他やむを得ない理由により，交流館の使

用ができなくなった場合 

（２）災害その他やむを得ない理由により，交流館の利

用ができなくなった場合 

（３）及び（４）（略） （３）及び（４）（略） 

（５）許可を受けた目的以外で使用した場合 （５）許可を受けた目的以外で利用した場合 

（６）虚偽の申請その他の不正な手段により使用許可を

受けた場合 

（６）虚偽の申請その他の不正な手段により利用許可を

受けた場合 

（７）（略） （７）（略） 

（使用料） （利用料） 

第１０条 使用者は，別表に定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

第１０条 利用者は，別表に定める利用料を納付しなけ

ればならない。 

２ 使用料は，第７条第１項の使用許可を受ける際に納

付しなければならない。 

２ 利用料は，第７条第１項の利用許可を受ける際に納

付しなければならない。 

（使用料の免除） （利用料の免除） 

第１１条 市長は，公用若しくは公益活動のために交流

館を使用する場合，又は特別な事情があると認める場

合は，使用料を免除することができる。 

第１１条 市長は，公用若しくは公益活動のために交流

館を利用する場合，又は特別な事情があると認める場

合は，利用料を免除することができる。 

（使用料の返還） （利用料の返還） 
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第１２条 使用者が既に納付した使用料は，返還しない

。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，そ

の全部又は一部を還付することができる。 

第１２条 利用者が既に納付した利用料は，返還しない

。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，そ

の全部又は一部を還付することができる。 

（１）使用者の責めに帰することができないやむを得な

い理由により，交流館を使用することができなかっ

た場合 

（１）利用者の責めに帰することができないやむを得な

い理由により，交流館を利用することができなかっ

た場合 

（２）使用者が，使用予定日の１５日前（その日が守谷

市の休日を定める条例（平成元年守谷町条例第３５

号）第１条第１項に定める休日（以下「休日」とい

う。）に当たるときは，その日後において最も近い

休日でない日）までに，使用の取消しの申出をした

場合 

（２）利用者が，利用予定日の１０日前（その日が守谷

市の休日を定める条例（平成元年守谷町条例第３５

号）第１条第１項に定める休日（以下「休日」とい

う。）に当たるときは，その日後において最も近い

休日でない日）までに，利用の取消しの申出をした

場合 

（３）（略） （３）（略） 

（使用権の譲渡等の禁止） （利用権の譲渡等の禁止） 

第１３条 使用者は，その権利を譲渡し，又は転貸して

はならない。 

第１３条 利用者は，その権利を譲渡し，又は転貸して

はならない。 

（原状回復） （原状回復） 

第１４条 使用者は，その使用が終わったときは，速や

かに当該施設を原状に復さなければならない。第９条

の規定により，使用の許可を取り消され，又は使用を

停止され，若しくは使用を制限されたときも，同様と

する。 

第１４条 利用者は，その利用が終わったときは，速や

かに当該施設を原状に復さなければならない。第９条

の規定により，利用の許可を取り消され，又は利用を

停止され，若しくは利用を制限されたときも，同様と

する。 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１５条 使用者が，故意又は過失により，交流館の施 第１５条 利用者が，故意又は過失により，交流館の施
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設等を損傷し，又は滅失したときは，これによって生

じた損害を賠償しなければならない。 

設等を損傷し，又は滅失したときは，これによって生

じた損害を賠償しなければならない。 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

（略） （略） 

備考 使用料の算定の際，使用時間に１時間未満の端数

があるときは，これを１時間として算定する。 

備考 利用料の算定の際，利用時間に１時間未満の端数

があるときは，これを１時間として算定する。 

 

 


